
初期値 目標値

22年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 毎年度

11項目 8項目 9項目 7項目 − − 初期値以上

− − − − −

初期値 目標値

24年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

88自治体 88自治体 92自治体 92自治体 101自治体 101自治体 124自治体

− − − − −

初期値 目標値

20年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 32年度

36,543kg/日 − − − 34,609kg/日 − 30,946kg/日

− − − − −

初期値 目標値

18年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 毎年度

33万件 94万件 95万件 106万件 114万件 114万件 前年度値以上

82万件 94万件 95万件 106万件 114万件

26年度 27年度 28年度 29年度

1,886,695 1,889,105 1,881,604 1,882,694

51,464 96,884 395,291 −

977,361 653,498 611,208 −

2,915,520 2,639,487 2,888,102 1,882,694
<0> <0> <0> <0>

2,245,571 2,022,427

653,498 611,208

16,450 5,853

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

不用額（百万円）

※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（26年度：19,964億円、27年度：19,966億円、28年度：19,986億円、
29年度：19,997億円）の内数がある。

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

参100 国民への国土に関する
情報提供充実度（国土数値情
報のダウンロード件数）

実績値

年度ごとの目標値

131 大都市圏の整備推進に関
する指標（②琵琶湖への流入
負荷量（化学的酸素要求量）

実績値

30年度要求額

131 大都市圏の整備推進に関
する指標（①都市環境インフラ
整備の広域的な取組みへ参加
した延べ自治体数（首都圏）)

実績値

年度ごとの目標値

施策の分析

 業績指標130については、国土形成計画に掲げた５つの戦略的目標に沿って質の高
い国土づくり進めてきたところであり、国土管理等分野における環境効率性などでは
進展が大きくないが「持続可能な地域の形成」における地域資源活用事業数など着
実に成果が見られる分野もある。 また、業績指標131については、業績指標である自
治体数の目標達成に更なる取り組みが必要であり、引き続き推進に向け施策を進め
ている。また、琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量）は最近の実績値では、微
増であったが、微増の主な要因は山林などからの流入負荷量の増加によるものであ
り、森林の面的確保と適正管理による水質浄化機能の向上を図るための森林の保
全、再生に関する施策等を更に推進する必要がある。

参考指標

評価

年度ごとの目標値

評価結果

　急激な人口減少や巨大災害の切迫等、国土をとりまく状況は大きく変化しており、平
成２６年７月に公表した「国土のグランドデザイン２０５０」等を踏まえ、平成２７年８月
に第二次国土形成計画（全国計画）を閣議決定した。
　国土形成計画（全国計画）の着実な推進のため、国土審議会に設置した計画推進
部会等において効果的な計画の推進方策やモニタリング方法等について検討を進め
ているところであり、これらを踏まえて指標のあり方についても見直し、質の高い国土
づくりを進めていく。

評価

B

業績指標

B

130 国土形成計画の着実な推
進（対２１年度比で進捗が見ら
れる代表指標の項目数）

実績値

年度ごとの目標値

評価

B

評価

④進展が大きくない

施策目標個票
（国土交通省28－㊲）

施策目標 総合的な国土形成を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

国土形成計画等の策定・推進により多様な広域ブロックが自立的に発展する国土を構築するとともに、美しく、暮らし
やすい国土の形成を図ることで、質の高い国土づくりを進める。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果

主要業績指標130を含む全ての業績指標について、目標に近い実績を示さなかった

ため、「④進展が大きくない」としている。



担当部局名 国土政策局

学識経験を有する者の知
見の活用

作成責任者名
総務課

（課長　滝澤　秀樹）
政策評価実施時期 平成29年8月

国土交通省政策評価会（平成29年6月23日）



業績指標１３０ 

 国土形成計画の着実な推進（対２１年度比で進捗が見られる代表指標の項目数）*  

 

 

（指標の定義） 

国土形成計画（全国計画）（平成 20 年 7月 4日閣議決定）第１部で提示されている「新しい国土像」の実現のため

の 5 つの戦略的目標の進捗を代表的に示すと考えられる 15 項目の代表指標のうち、同計画が策定された年度である

対 20 年度比で進捗が見られる代表指標の項目数 

（目標設定の考え方・根拠） 

国土形成計画（全国計画）では、「多様な広域ブロックが自立的に発展する国土を構築するとともに、美しく、暮

らしやすい国土の形成を図ること」という「新しい国土像」の実現を同計画の基本的な方針として掲げているが、そ

の実現のために「東アジアとの円滑な交流・連携」「持続可能な地域の形成」「災害に強いしなやかな国土の形成」「美

しい国土の管理と継承」「「新たな公」を基軸とする地域づくり」という５つの戦略的目標を定めている。「新しい国

土像」の実現に向けた計画の進捗状況は、これらの戦略的目標毎に設定した代表指標の改善状況で示されていると考

えられることから、同計画の本格的運用が始まった年度である対２１年度比で進捗が見られる代表指標の項目数が、

平成２２年度の実績値（初期値）と比べ現状維持又は増加することを目標とするものである。 

（外部要因） 

経済情勢、社会状況の変化 

（他の関係主体） 

 関係省庁 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

国土形成計画（全国計画）（平成２０年７月４日） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

８／１５ ９／１５ ７／１５ － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な事務事業等の概要 

平成２０年７月に閣議決定された国土形成計画に基づく取組を推進しているところ。 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：初期値以上（毎年度） 

実績値：－  （平成２８年度） 

７  （平成２６年度） 

初期値：１１ （平成２２年度） 



測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 
本年は、代表指標（１５項目）について、平成２７年度に得られた平成２６年度までの統計データを基に、国土

形成計画（全国計画）の本格運用が始まった平成２１年度の実績値と平成２６年度の実績値を比較。 
代表指標のうち半数以上の８項目で進展しているとは見られず、同指標全体としては進捗状況が低調。 

（事務事業等の実施状況） 
戦略的目標１ 「東アジアとの円滑な交流・連携」 
①東アジア内での貿易総額に占める（各広域ブロックの）割合 
・進展していると見られない（平成２１年度の１５．２％から平成２６年度は１２.８％に減少） 

②外国籍入国者に占める東アジア国籍入国者の割合 
・進展していると見られる（平成２１年度の７１．４％から平成２６年度は７６.４％に増加） 

③「東アジア１日圏」人口割合 
・進展していると見られる（平成２１年度の９１．７％から平成２６年度は９９.９％に増加） 

戦略的目標２ 「持続可能な地域の形成」 
④現在の住生活に対する満足度 
・進展していると見られる（平成２１年度の７７．２％から平成２６年度は７８.６％に増加） 

⑤地域資源活用事業数 
・進展していると見られる（平成２１年度の６．２件／百万人から平成２６年度は１０.１件／百万人に増加） 

⑥農林水産物の輸出額 
・進展していると見られる（平成２１年度の４４５億円から平成２６年度は５５３億円に増加） 

⑦ブロック内地域間時間距離 
・進展していると見られる（平成２１年度の１．４９時間から平成２６年度は１.４５時間に短縮） 

戦略的目標３ 「災害に強いしなやかな国土の形成」 
⑧自主防災組織活動カバー率 
・進展していると見られる（平成２１年度の７３．５％から平成２６年度は８０.０％に増加） 

⑨災害被害額 
・進展していると見られない（平成２１年度の１,９２３円／人から平成２６年度は２,８７４円／人に増加） 

戦略的目標４ 「美しい国土の管理と継承」 
⑩環境効率性 
・進展していると見られない（平成２１年度の２,３０４㎏-CO2／百万円から平成２６年度は２,４６９㎏-CO2
／百万円に増加） 

⑪公共用水域における環境基準達成率 
・進展していると見られない（平成２１年度の８７．１％から平成２６年度の８６.８％に減少） 

⑫沿岸域毎の水質基準達成率 
・進展していると見られない（平成２１年度の７６．３％から平成２６年度の７４.４％に減少） 

⑬「国土の国民的経営」に向けた取組の参加率 
・進展していると見られない（平成２１年度の３９．２％から平成２６年度は３１.７％に減少） 

戦略的目標５ 「「新たな公」を基軸とする地域づくり」 
⑭「新たな公」による地域づくり活動進展度 
・進展していると見られない（平成２１年度の６１．５％から平成２６年度は５５.６％に減少） 

⑮「新たな公」による地域づくり活動参加率 
・進展していると見られない（平成２１年度の３３．９％から平成２６年度の２８.７％に減少） 

 
（参考）各代表指標の定義・出典 
【代表指標】①東アジア内での貿易総額に占める(各広域ブロックの)割合 

［定義］東アジア諸国の対東アジア貿易総額（各国の輸出入総額）に占める各広域ブロックの対東アジア貿
易額（輸出入額）の割合（日本の対東アジア貿易額(輸出入額)を広域ブロック毎に積算）（単位：％）
（※東アジア：日本、中国、韓国、台湾、ＡＳＥＡＮ10、ロシア、インド、オーストラリア、ニュー
ジーランド）（※ＩＭＦ「Direction of Trade」には台湾のデータは含まれない） 

［出典］東アジア域内：ＩＭＦ「Direction of Trade」、国内（広域ブロック別）：財務省「貿易統計」 
【代表指標】②外国籍入国者に占める東アジア国籍入国者の割合 

［定義］わが国への外国籍入国者のうち、東アジア国籍の入国者が占める割合（単位：％）（※広域ブロッ
ク毎の値は、入国審査の際に使用した空港、海港の所在地で分類）（※東アジア：中国、韓国、台湾、
ＡＳＥＡＮ10、ロシア、インド、オーストラリア、ニュージーランド）（※法務省「出入国管理統計」
からシンガポール、マレーシア、ブルネイ、ミャンマー、ラオス、カンボジアのデータは収集できな
い） 

［出典］法務省「出入国管理統計」 
【代表指標】③「東アジア１日圏」人口割合 

［定義］東アジアのいずれかの主要都市へ出発した当日に到着して、一定の用務を行うことが可能な日本の
地域（市区町村単位）に居住する人口割合（単位：％）（※上記が毎日可能な範囲（＝航空路が毎日
就航）） 

［出典］航空ダイヤ：ＪＴＢ時刻表、都市圏域：国土交通省「総合交通分析システム（ＮＩＴＡＳ）」、人
口：総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口」 

【代表指標】④現在の住生活に対する満足度 
［定義］現在の住生活に対して満足している（「満足している」＋「まあ満足している」）人の割合（単位：％）

（※広域ブロックの境界が異なるため、内閣府で定義している分類を使用） 
［出典］内閣府「国民生活に関する世論調査」 

【代表指標】⑤地域資源活用事業数 
［定義］地域資源を活用した企業の事業計画数（ブロック内人口当たり）（※地域資源：「中小企業による

地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に基づき各都道府県が定めた以下の資源のい
ずれかを示す。①地域の特産物として相当程度認識されている「農林水産物」又は「鉱工業品」、②
地域の特産物として相当程度認識されている「鉱工業品」の生産に係る技術、③地域の「観光資源」
として相当程度認識されている文化財、自然の風景地、温泉等）（単位：件数／百万人） 



［出典］中小企業庁ホームページ「地域資源活用チャンネル」 
【代表指標】⑥農林水産物の輸出額 

［定義］各広域ブロックからの農林水産物の輸出額（単位：億円）（※広域ブロック毎の値は、輸出時の税
関の所在地で分類） 

［出典］財務省「貿易統計」（※農林水産物の品目：農林水産省「農林水産物の輸入・輸出に関する統計」
による分類を参考に集計） 

【代表指標】⑦ブロック内地域間時間距離 
［定義］各広域ブロック内の各市区町村から広域ブロック中心都市への移動に要する時間距離に発地市区町

村の人口の重み付けをした値（単位：時間） 
［出典］都市圏域：国土交通省「総合交通分析システム（ＮＩＴＡＳ）」、人口：総務省「国勢調査」、国

立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口」 
【代表指標】⑧自主防災組織活動カバー率 

［定義］自主防災組織がカバーする世帯の割合（分母：当該広域ブロック内総世帯数、分子：自主防災組織
がカバーする世帯数）（単位：％） 

［出典］総務省消防庁「消防白書」 
【代表指標】⑨災害被害額 

［定義］広域ブロック内人口一人当たりの災害被害額の実績（単位：円／人）（※災害：暴風、豪雨、洪水、
高潮、地震、津波、火山噴火、その他異常な自然現象） 

［出典］災害被害額：総務省消防庁「消防白書」、人口：総務省「国勢調査」及び総務省「推計人口」（国
勢調査の中間年） 

【代表指標】⑩環境効率性 
［定義］わが国のＣＯ２排出量／実質国内総生産（単位：ｋｇ－ＣＯ２／百万円） 
［出典］ＣＯ２排出量：独立行政法人国立環境研究所ホームページ、国内総生産：内閣府「国民経済計算」 

【代表指標】⑪公共用水域における環境基準達成率 
［定義］全国の類型指定水域（河川、湖沼、海域）におけるＢＯＤ（河川）またはＣＯＤ（湖沼、海域）の

測定結果のうち、環境基準を達成している水域の割合（分母：測定結果が公表されている全水域、分
子：環境基準を達成している水域）（単位：％） 

［出典］環境省「公共用水域の水質測定」 
【代表指標】⑫沿岸域毎の水質基準達成率 

［定義］都道府県別の海域別の環境基準（ＣＯＤ）達成水域の割合（単位：％） 
［出典］環境省「公共用水域の水質測定」 

【代表指標】⑬「国土の国民的経営」に向けた取組の参加率 
［定義］一般国民を対象としたアンケート調査において、市民参加型の森林や農地等の管理・保全活動、地

域自然資源の積極的な利活用、都市内低未利用地の有効活用などを行っていると回答した一般国民の
割合（分母：一般国民を対象としたアンケート調査の回答者数、分子：いずれかに参加していると答
えた回答者数）（単位：％） 

［出典］独自調査 
【代表指標】⑭「新たな公」による地域づくり活動進展度 

［定義］地方自治体を対象としたアンケート調査において、「地域コミュニティ、ＮＰＯ、企業などの多様
な民間主体の主体的な地域づくりへの参加が進んでいる」と回答した地方自治体の割合（分母：地方
自治体を対象としたアンケート調査の回答地方自治体数、分子：進んでいる（「かなり進んでいる」
＋「少し進んでいる」）と回答した地方自治体数）（単位：％） 

［出典］独自調査 
【代表指標】⑮「新たな公」による地域づくり活動参加率 

［定義］一般国民を対象としたアンケート調査において、「『新たな公』による活動に参加している」と回
答した一般国民の割合（分母：一般国民を対象としたアンケート調査の回答者数、分子：いずれかに
参加していると答えた回答者数）（単位：％） 

［出典］独自調査 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

東日本大震災や世界経済の減速等の影響から、戦略的目標毎に設定した代表指標のうち、進展が見られる又はほ
ぼ横ばいのものが、平成２２年度の１１指標から平成２６年度には７指標と減少していることから評価を「Ｂ」と
した。 
なお、急激な人口減少や巨大災害の切迫等、国土をとりまく状況は大きく変化しており、平成２６年７月に公表

した「国土のグランドデザイン２０５０」等を踏まえ、平成２７年８月に国土形成計画（全国計画）の変更の閣議
決定を行った。 
 第２次国土形成計画（全国計画）の推進に向けては、平成２８年２月に国土審議会に計画推進部会を設置し、効
果的な計画の推進方策の検討を進めるとともに、新たな進行管理手法の検討を行っていく。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 国土政策局総合計画課（課長 木村 実） 

関係課：  

 



業績指標１３１ 

 大都市圏の整備推進に関する指標（①都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏）、

②琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量）） 

 

 

（指標の定義） 

大都市圏における主要な広域的・分野横断的課題である環境、防災、活力に関する指標を設定するとともに、近畿

圏の水がめである琵琶湖の整備に関する指標を設定し、それらを総合的に評価することにより、大都市圏の整備推進

の進捗を把握する。 

①都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

首都圏既成市街地及び近郊整備地帯において、都市環境インフラの整備に関連する広域的な取組みに参加した延べ

自治体数 

②琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）：ｋｇ／日 

（目標設定の考え方・根拠） 

①都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

広域的な取組みを着実に拡大していく観点から、当初検討を開始した平成１８年度から平成２４年度までの６年 

間における自治体数の増加が今後も同水準で継続するとした場合の目標年次（平成２９年度）における値としている。 

②琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

「琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量）」については、「琵琶湖の総合的な保全のための計画」の第２期計画

（平成２３年～３２年）において平成２０年度から各種施策による負荷削減見込量から設定している目標値。 

（外部要因） 

①該当なし ②該当なし 

（他の関係主体） 

①該当なし ②厚生労働省、農林水産省、林野庁、水産庁、環境省、滋賀県 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 ①該当なし ②該当なし 

 【閣議決定】 

 ①該当なし ②該当なし 

 【閣決（重点）】 

 ①該当なし ②該当なし 

 【その他】 

 ①該当なし ②該当なし 

 

過去の実績値 （年度） 

（）内は単位 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

①（自治体） 

 

②（ｋｇ／日） 

５１ 

 
３６,５４３ 

６０ 

 

- 

６１ 

 
３３,０７５ 

８０ 

 

- 

８８ 

 

- 

９２ 

 

- 

９２ 

 

- 

１０１ 

 
３４,６０９ 

 

１０１ 

 

- 

 

評 価 

① Ｂ 

 

 

② Ｂ 

 

①  

目標値：１２４自治体（平成２９年度） 

実績値：１０１自治体（平成２７年度） 

    １０１自治体（平成２８年度） 

初期値： ８８自治体（平成２４年度） 

②  

目標値： ３０,９４６ｋｇ/日（平成３２年度） 

実績値： ３４,６０９ｋｇ/日（平成２７年度） 

           -      （平成２８年度） 

初期値： ３６,５４３ｋｇ/日（平成２０年度） 



  
 

主な事務事業等の概要 

①都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

・緑地の重要な要素である良好な景観、防災機能等多面的な機能が今後さらに発揮されるよう、大都市圏全体でま 

とまりのある自然環境の保全を図る。 

②琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

・琵琶湖の水質改善、水源かん養機能の確保、自然環境保全に関する事業を連携し推進することにより、琵琶湖の 

総合的な保全を図る。 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

① 都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

各自治体による都市環境インフラ整備の広域的な取組みは進んでおり、順調であるものの、目標達成には更なる

取組の推進が必要である。 

②琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

最新の実績値である平成２７年度の数値は、平成２２年度より微増しているので、順調ではない。 

 微増の主な要因は、山林などからの流入負荷量の増加によるものであるため、森林の面的確保と適正管理によ

る水質浄化機能の向上を図るための森林の保全、再生に関する施策等を更に推進する必要がある。 

（事務事業等の実施状況） 

①都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

大都市圏における都市環境インフラの整備のための広域的・分野横断的な対策について、有効な施策を取りまと

めた施策カタログをインターネット上で公開するなど、自治体等における取組みを促進させるよう啓発に努めてい

る。 

②琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

これまで琵琶湖の総合的な保全のための計画の第２期計画に基づき、琵琶湖総合保全連絡調整会議を開催し、琵

琶湖総合保全事業について情報共有を行い、琵琶湖の総合的な保全を円滑に推進するための連絡調整を行ってき

た。 

また、平成２７年９月に「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」が施行されたことに伴い、平成２８年４月に琵

琶湖の保全及び再生に関する基本方針を策定するとともに、平成２８年１１月には琵琶湖保全再生推進協議会を開

催し、関係省庁、地方公共団体で琵琶湖保全再生施策の推進に関する意見交換などを行った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

①都市環境インフラ整備の広域的な取組みへ参加した延べ自治体数（首都圏） 

業績指標である自治体数は、目標達成に向けて更なる取組の推進が必要であると推測されるため、Ｂと評価した。

首都圏において緑地を保全・再生・創出することは、様々な都市問題を解決するために必要であり、引き続きその

推進に向けて施策を進める必要がある。 

②琵琶湖への流入負荷量（化学的酸素要求量） 

最新の実績値である平成２７年度の数値が平成２２年度の数値より微増したのでＢと評価した。 

微増の主な要因は、山林などからの流入負荷量の増加によるものであるため、森林の面的確保と適正管理による

水質浄化機能の向上を図るための森林の保全、再生に関する施策等を更に推進する必要がある。 

琵琶湖への流入負荷量を削減し、水質を改善することは、琵琶湖の環境をより良好な状態に回復させるとともに、

近畿圏約１,４５０万人の生活や産業活動を支える貴重な水資源を保全することにつながる。 

 平成２７年９月には「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」が施行され、琵琶湖が国民的資産と位置付けられた

ことから、国、関係地方公共団体、住民、事業者、特定非営利活動法人などが一体となり、新たな枠組みのもとで

引き続き、総合的に施策を推進していく必要がある。 
 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局都市政策課都市政策調査室（室長 横田 一磨） 

関係課：都市局まちづくり推進課（専門調査官 寺内 雅晃）  

 


